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源泉徴収が必要な
報酬まとめ
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源泉徴収の対象となる報酬‧料⾦（個⼈への⽀払い）
個⼈に以下の報酬‧料⾦等を⽀払う場合、原則として源泉徴収が必要です。

※法⼈への⽀払いは、原則源泉徴収不要ですが、⾺主である法⼈への競⾺賞⾦は例外的に対象となります。

原稿料、講演料、デザイン料等‧
例外 懸賞応募作品等の⼊選者への賞⾦は、1回の⽀払額が5万円以下なら源泉徴収不要。

作家、講師、デザイナー等への報酬。挿絵、写真、作曲、翻訳、通訳、校正、指導料も含む。

特定の資格者への報酬‧
注意 ⾏政書⼠への報酬は対象外。

弁護⼠、公認会計⼠、税理⼠、司法書⼠等への報酬。

プロスポーツ選⼿、モデル、外交員等への報酬‧ 芸能⼈、個⼈経営の芸能プロダクションへの報酬 ‧

ホステス、コンパニオン等への報酬 ‧ ⾺主である個⼈への競⾺の賞⾦  ‧

広告宣伝のための賞⾦ ‧ 例外 1回の⽀払額が50万円以下なら源泉徴収不要。

計算‧⽀払時の注意点

実質判断 謝礼、取材費、⾞代等の名⽬でも、実態が上記報酬‧料⾦であれば源泉徴収の対象です。

旅費‧宿泊費 原則、報酬‧料⾦に含めて源泉徴収しますが、⽀払者が交通機関やホテル等へ直接⽀払い、通常必要な範囲の⾦額であれば含めなくて
よいです。
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消費税 請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、報酬額のみを対象にできます。区分がなければ消費税込みの総額が対象です。

税率

復興特別所得税
を含む

⽀払⾦額（A）

100万円以下

税額計算式

A 10.21%

100万円超 （A − 100万円） 20.42% 102,100円

⼿取契約

受取額を保証する契約の場合、⽀払者（事業者）が税⾦を負担し、税引前の⽀払⾦額（報酬総額）を逆算（グロスアップ計算）して
源泉徴収税額を算出する必要があります。

⼿取額897,900円以下の場合 ⽀払⾦額 ⼿取額 0.8979

⼿取額897,900円超の場合 ⽀払⾦額 （⼿取額 - 102,100円） 0.7958


